
上用賀公園拡張事業 実施方針（素案）に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

1 SPC設立の有無 実施方針（素案） 4
ＳＰＣの設立有無について審査評価に影響するかどう
か確認したい。

SPC設立有無は評価に影響いたしません。

2 ９　提案施設について 実施方針（素案） 8
提案施設について、世田谷区関係各課と協議の上、同
意を得るとあるが、事業者の提案内容を直接関係課に
持ち込んで調整を行い同意を得るということか。

個別対話の場で提案内容を明示いただいたのち、本区
内部で確認・調整を行うことを想定しています。応募予
定者に直接本区関係課との調整を行っていただく意図
ではございません。
協議プロセス・フローの詳細は募集要項等公表時に示
します。

3
11.設計説明会等の
実施

実施方針（素案） 8

設計業務期間中に、地域住民と意見交換を行うための
設計説明会を開催するとあるが、役所立会いでの説明
会となるのか、また、大幅な修正等が生じる場合や住民
の承諾に時間を要する場合の役所の対応について伺
いたい。

【前段】説明会へは本区も同席します。
【後段】説明会で出された意見の反映は、工期の変更を
伴わず、かつ事業者の提案を逸脱しない範囲に限定し
行っていただきます。その範囲外での意見の反映等を
求める場合には、本区が追加費用（設計費用及び直接
工事費の他、将来の維持管理費等）を負担します。
なお、基本計画におけるゾーニング等を含めて地域住
民とは合意形成を図ってきた経緯があるため、大幅な
修正はないものと考えております。

4 先行供用について 実施方針（素案） 13

一部を先行供用することは、安全面において高いリスク
を伴います。また、施工方法の制約や安全管理の強化
により、コストが増加する要因にもなります。地域住民
の要望があることは理解していますが、事故防止が最
優先であるため、着工期間中は上用賀四丁目広場も含
めて全面閉鎖とし、既存開園区域のみの利用とするべ
きと考えます。
仮に、一部先行供用を求めるのであれば、事故等が発
生した場合の責任分担において、区も一定の負担をす
るべきと考えます。

【前段】施工計画、工事導線等の工夫による安全管理を
前提として、何らかの形で区民に対していち早く供用す
ることを目的としています。
全面閉鎖は行いません。
【後段】本区による負担は想定しておりません。

5
事業スケジュールに
ついて

実施方針（素案） 16
債務負担行為設定前の８月上旬に再度個別対話のご
機会を設けていただきたく、ご検討いただければ幸いで
す。

実施することを検討します。

6
建設工事請負契約に
ついて

実施方針（素案） 19
設計費、工事監理費、工事費の予算内訳を開示してい
ただければ幸いです。

基本計画と同程度の細目の内訳を公表します。

7 参加資格について 実施方針（素案） 22

設計を行う者の実績要件について、都市公園の設計実
績だけでなく、公園的施設（広く住民に開放された公園）
もお認めいただけるようにしていただきたいです。
また、記載する実績については、コンソーシアムから再
委託する会社の実績でも可としていただきたく、ご検討
いただければ幸いです。

【前段】原案のとおりとします。
【後段】原案のとおりとします。
なお、設計業務を複数の設計企業で実施する場合、一
級建築士事務所登録、建築設計の格付けは、少なくと
も１者が満たすものとします。
実施方針（素案）を修正する予定です。

8 ＪＶ組成について 実施方針（素案） 23 建設業務の部分のＪＶについて
甲型JVを想定していますが、乙型JVでの参加可否につ
いては検討いたします。

9 支払条件について 実施方針（素案） 26
建設工事請負契約の支払い条件についてご教示くださ
い。

前払い、年度毎の部分払いを行うことを想定していま
す。
詳細は募集要項等公表時に建設工事請負契約書（案）
に示します。

10
リスク分担における確
認

実施方針（素案） 34
物価変動などのリスク負担について、用いる基準につ
いての再確認

設計、工事監理業務については設計業務委託等技術
者単価、広場部分の建設業務については建設工事デフ
レーター、建築工事については建設工事デフレーター、
建築費指数を候補として想定しています。
維持管理・運営業務については、世田谷区労働報酬下
限額、企業向けサービス価格指数:、建築保全業務労務
単価を候補として想定しています。

11
サービス購入費の改
定方法

実施方針（素案） 34
実勢価格に則したサービス購入費の改定方法の採用
について

設計、工事監理業務については設計業務委託等技術
者単価、広場部分の建設業務については建設工事デフ
レーター、建築工事については建設工事デフレーター、
建築費指数を候補として想定しています。
維持管理・運営業務については、世田谷区労働報酬下
限額、企業向けサービス価格指数:、建築保全業務労務
単価を候補として想定しています。

12 リスク分担について 実施方針（素案） 34 物価変動のリスクについて

リスク分担表で本区・事業者双方がリスク負担者となっ
ておりますが、これは物価変動に基づくサービス対価の
改定において、物価指標を用い改定する際に、事業者
負担分を設けることを想定しているためです。
物価変動に伴うサービス対価の改定方法等は、募集要
項等公表時に特定事業契約書（案）に示します。
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